
Ⅸ 教職に関する履修案内 

 

※ 本案内は，「教育職員免許法の一部を改正する法律」（平成 10 年法律第 98 号）による教育職員免許法に基づくもので

ある。平成 11 年度以前に入学した学生においては旧教育職員免許法が適用されるので，平成 11 年度以前の履修案内

を参照すること。 

１．大学以外の学校の教員として身を立てようとする者は，教育職員免許法により授与される各相当の免許状を有する者

でなければならない。 

２．免許状には，普通免許状，特別免許状，臨時免許状があり，そのうちの普通免許状は，専修免許状，一種免許状，二

種免許状に分けられる。本学で取得できる免許状は，普通免許状の専修免許状と一種免許状である。 

３．免許状取得に必要な所要資格は表 15 に示すとおりであるが，専修免許状を取得するには，同一学校種・同一教科の

一種免許状取得に必要な条件を学部授業科目の単位修得によって満たすと同時に，大学院の授業科目で，取得希望免

許教科の「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目を 24 単位以上修得する必要がある。 

（対象となる科目は，教務課大学院グループ（大岡山）学務課教務グループ（すずかけ台）で「専修免許状取得に関

する『教科又は教職に関する科目』一覧（大学院科目）」を参照すること。） 

４．本学で取得できる免許状の種類及び免許教科は，中学校教諭の「数学」「理科」及び高等学校教諭の「数学」「理科」

「情報」「工業」であるが，認定されている免許状の種類と免許教科は所属によって異なり，専修免許状については

表 16 のとおりである。 

 

表 15 免許状取得に必要な所要資格 
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高等学校 

教諭 一種 

免許状 

学士の学位を

有すること 2) 
20 23 16 3) 2 2 2 2 － 

根拠となる法令 ア イ ウ 

ア 教育職員免許法別表第一 
イ 教育職員免許法別表第一備考第四号・教育職員免許法施行規則第六六条の六 
ウ 小学校及び中学校の教諭の普通免許状授与に係る教育職員免許法の特例等に関する法律，平成 9年法律第 90 号 

 

備考 

1) 「修士の学位を有すること」には，大学院の修士課程に一年以上在学し，30 単位以上修得した場合を含む。 

2) 「学士の学位を有すること」には，いわゆる飛び級により大学院の修士課程に入学した場合を含む。 

3) 「教科又は教職に関する科目」（一種） 

 「教科に関する科目」及び「教職に関する科目」の必要単位を超えて修得した科目。 

4) 「教科又は教職に関する科目」（大学院科目） 

 大学院の授業科目で，「教科に関する科目」又は「教職に関する科目」に認定されている科目。 

5) 「介護等の体験」 

 中学校の免許状取得者に義務付けられている授業科目外の実習体験。障害者・高齢者等に対する介護・介助・こ



れらの者との交流体験等。 

6) すでに中学校の免許状を取得している者（平成 10 年 3月 31 日までに在学し，卒業するまでに所要資格を得た者

を含む）は不要。 
 

表 16 認定されている免許状の種類と免許教科 

免許教科 
研究科 専攻 免許状の種類 

数学 理科 情報 工業

中学校教諭専修免許状 ○    
数学専攻 

高等学校教諭専修免許状 ○    

中学校教諭専修免許状  ○   
基礎物理学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
物性物理学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
化学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
地球惑星科学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
物質科学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
材料工学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○  ○ 

中学校教諭専修免許状  ○   
有機・高分子物質専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○  ○ 

中学校教諭専修免許状  ○   
応用化学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○  ○ 

高等学校教諭専修免許状  ○   
化学工学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○  ○ 

機械物理工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

機械制御システム専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

機械宇宙システム専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

電気電子工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

電子物理工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

集積システム専攻 高等学校教諭専修免許状   ○  

土木工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

建築学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

国際開発工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

中学校教諭専修免許状  ○   

理工学研究科 

原子核工学専攻 
高等学校教諭専修免許状  ○  ○ 

中学校教諭専修免許状  ○   
分子生命科学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
生体システム専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
生命情報専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
生物プロセス専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   

生命理工学研究科 

生体分子機能工学専攻 
高等学校教諭専修免許状  ○   



中学校教諭専修免許状  ○   
物質科学創造専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
物質電子化学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
材料物理科学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
環境理工学創造専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

人間環境システム専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

中学校教諭専修免許状  ○   
創造エネルギー専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状  ○   
化学環境学専攻 

高等学校教諭専修免許状  ○   

物理電子システム創造専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

メカノマイクロ工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

中学校教諭専修免許状 ○    
知能システム科学専攻 

高等学校教諭専修免許状 ○    

中学校教諭専修免許状  ○   

総合理工学研究科 

物理情報システム専攻 
高等学校教諭専修免許状  ○   

中学校教諭専修免許状 ○    
数理・計算科学専攻 

高等学校教諭専修免許状 ○  ○  

計算工学専攻 高等学校教諭専修免許状   ○  
情報理工学研究科 

情報環境学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

中学校教諭専修免許状 ○ ○   
人間行動システム専攻 

高等学校教諭専修免許状 ○ ○ ○ ○ 

経営工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 
社会理工学研究科 

社会工学専攻 高等学校教諭専修免許状    ○ 

備考 

所属専攻において認定されていない免許教科の専修免許状を取得したい場合は，教務課大学院グループ（大岡山）又

は学務課教務グループ（すずかけ台）まで相談すること。 

 

表 17 「教科に関する科目」（学部開講科目） 

表 15 の一種免許状取得に必要な「教科に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること。 

なお，「教科に関する科目」に対応する本学の授業科目は，4月に発行される教職ガイドブックを参照すること。 

最低修得単位数 
免許教科 教科に関する科目 

中学校 高等学校 

代数学 

幾何学 

解析学 

確率論 又は 統計学 

数学 

コンピュータ 

それぞれの科目を 

１単位以上， 

計 20 単位 

それぞれの科目を 

１単位以上， 

計 20 単位 

物理学 

化学 

生物学 

地学 

それぞれの 

科目を 

１単位以上 

物理学実験（コンピュータ活用を含む） 

化学実験（コンピュータ活用を含む） 

生物学実験（コンピュータ活用を含む） 

理科 

地学実験（コンピュータ活用を含む） 

それぞれの科目を 

１単位以上， 

計 20 単位 ４科目 

合わせて 

１単位以上 

計20単位



情報社会及び情報倫理 

コンピュータ及び情報処理（実習を含む） 

情報システム（実習を含む） 

情報通信ネットワーク（実習を含む） 

マルチメディア表現及び技術（実習を含む） 

情報 

情報と職業 

 

それぞれの科目の 

必修科目を含む 

計 20 単位 

工業の関係科目 

工業 
職業指導 

 

それぞれの科目を 

１単位以上， 

計 20 単位 

 

表 18 「教職に関する科目」（学部開講科目） 

表 15 の「教職に関する科目」の単位の修得はこの表の規定によること 

中学 高校 教職に 
関する 

科目の分類 

修得することが 
必要とされる事項 

左を内容として含む 
本学の授業科目 

単位数
必修

必要
単位 

必修 
必要
単位 

推奨
学期

注意
事項

教職の意義及び教員の役割 

教員の職務内容（研修，服務
及び身分保証等を含む） 

教職の意義
等に関する
科目 進路選択に資する各種の 

機会の提供等 

教職概論 2-0-0 ◎ 2 ◎ 2 1  

教育の理念並びに教育に 
関する歴史及び思想 

教育基礎 1-0-0 ◎ ◎ 2 ア

教育制度 1-0-0 ◎  2 イ教育に係る社会的，制度的 
又は経営的な事項 教育行財政 1-0-0 ◎  2 イ

発達と学習Ⅰ 1-0-0 ◎  1 ウ

発達と学習Ⅱ 1-0-0 ◎  1 ウ

教育の基礎
理論に関す
る科目 幼児,児童及び生徒の心身の

発達及び学習の過程 
（障害のある幼児,児童及び
生徒の心身の発達及び学習の
過程を含む｡) 発達と学習Ⅲ 1-0-0 ◎

6 

 

6 
(4) 

2 ウ

教育工学Ⅰ 0-1-0 ◎ ◎ 3 エ
教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む。）
＋教育課程の意義及び編成の
方法 

教育工学Ⅱ 0-1-0 ◎ ◎ 4 エ

マルチメディアと学習環
境 

1-1-0 ◎  5 エ
 
教育の方法及び技術（情報機
器及び教材の活用を含む） 
 

学習メカニズムの数理モ
デル 

1-1-0 ◎  4 エ

数学科教育法Ⅰ 1-0-0 ○ ○ 2 エ，オ

同    Ⅱ 1-0-0 ○  2 エ，オ

同    Ⅲ 0-1-0 ○  6 エ，オ

同    Ⅳ 0-1-0   8 エ，オ

理科教育法Ⅰ 1-0-0 ○ ○ 2 エ，オ

同    Ⅱ 1-0-0 ○  2 エ，オ

同    Ⅲ 0-1-0 ○  6 エ，オ

同    Ⅳ 0-1-0   8 エ，オ

情報科教育法Ⅰ 0-1-0  ○ 3 エ，オ

同       Ⅱ 0-1-0  ○ 4 エ，オ

同       Ⅲ 0-1-0  ○ 5 エ，オ

同    Ⅳ 0-1-0   8 エ，オ

工業科教育法Ⅰ 1-0-0  ○ 3 エ，オ

同    Ⅱ 1-0-0   3 エ，オ

同    Ⅲ 0-1-0   3 エ，オ

教育課程及
び指導法に
関する科目 

各教科の指導法 

同    Ⅳ 0-1-0  

10 

 

 
6 

(5) 

8 エ，オ



特別活動の指導法 特別活動の運営 0-1-0 ◎ ◎ 3 エ

道徳の指導法 道徳教育の研究 2-0-0 ◎ 2   4 カ

生徒進路指導の理論及び方法 生徒・進路指導と 
教育相談Ⅰ 

2-0-0 ◎ ◎ 1  
教育相談（カウンセリングに
関する基礎的な知識を含む。）
の理論及び方法 

生徒指導， 
教育相談及
び進路指導
等に関する
科目 進路指導の理論及び方法 

生徒・進路指導と 
教育相談Ⅱ 

0-2-0 ◎

4 

 

 
4 

(2) 2  

総合演習 総合演習 0-2-0  2  2 2 ケ

教育実習基礎 A  0-0-1 7 キ

教育実習基礎 B 0-0-1
● ● 

8 キ

教育実習第一 A 0-0-1 7 キ

教育実習第一 B 0-0-1 8 キ

教育実習第二 A 0-0-2 7 キ

教育実習第二 B 0-0-2 8 キ

教育実習第二 C 0-0-2 7 ク

教育実習第二 D 0-0-2 8 ク

教育実習第三 A 0-0-3 7 キ

教育実習第三 B 0-0-3 8 キ

教育実習第四 A 0-0-4 7 キ

教育実習 

教育実習第四 B 0-0-4

●

5 

● 

3 

8 キ

教職実践演習 教職実践演習 0-0-2 ◎ 2 ◎ 2 8 ケ

合計 31  
23 

(18） 
  

 

 

備考 

1) 必修科目 

 ◎＝全免許教科，○＝免許教科に該当する科目，●＝教育実習の時期・期間に該当する科目 

2) 「教職に関する科目」の振替え規定（高等学校教諭のみ） 

No. 
免許 

教科 

免許状の 

種類 
振替え規定 根拠法令 

① 数学 

・ 

理科 

高等学校 

一種免許状 

高等学校教諭「数学」，「理科」の免許状の授与を受ける場合，「教職

に関する科目」の単位は，次項の「履修に際しての注意事項」に記載

されている事柄を満たした上で，本学においては5単位までの単位を，

当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修得

をもって，これに替えることができる。 

ただし，この表に掲げた「教職に関する科目」は，教職をもって身を

立てようとするものにとって，特に必要な科目であるから，上記の規

定に関わらず，すべて履修することが望ましい。 

教育職員免許法 

別表第一  

備考九 

② 工業 高等学校 

一種免許状 

高等学校教諭「工業」の科目についての普通免許状の授与を受ける場

合は，高等学校教諭の免許状の項に掲げる「教職に関する科目」につ

いての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は，当分の間，それぞ

れ当該免許状に係る「教科に関する科目」についての同数の単位の修

得をもって，これに替えることができる。 

ただし，振替え規定を利用する場合でも，本学で一括申請する場合に

は，「教育工学Ⅰ」，「工業科教育法Ⅰ」，「教育実習」を必修とする。 

また，「従来から定められた程度の教職に関する科目の単位（特に教

育実習）は修得しておくことが望ましい」（東京都教委検定課昭

36.7.10 通達）というように表 18 の（ ）内の数字は「教職に関する

科目」の最低必要単位として修得しておくことが望ましい。 

教育職員免許法 

附則 11 項 

③ 情報 高等学校 

一種免許状 

高等学校教諭の「情報」については振替えが認められておらず，23 単

位すべて修得しなければならない。 
― 

 

 



 

3) 履修に際しての注意事項 

記号 注意事項 

ア・イ・ウ 

「2)の①の振替え規定」を利用する場合は，ア・イ・ウのそれぞれ同じ分類の科目の中から１単位以

上を修得し，合計が 4単位以上にならなければならない。 
ア：「教育基礎第一」，「教育基礎第二」のどちらか一方の単位を修得している場合，「教育基礎」は履修できない。 

イ：「教育行政・制度論」の単位を修得している場合，「教育行財政」は履修できる（「教育制度」は履修できない）。 

エ 

必修である「教育工学Ⅰ・Ⅱ」，取得希望免許教科の「各教科の教育法Ⅰ（数学・理科はⅢも）」と「特

別活動の運営」を含めた単位数の合計が，中学校の免許状を取得するためには 10 単位，高校の免許

状を取得するためには６単位（ただし，「2）の①の振替え規定」を利用する場合は５単位）以上にな

らなければならない。 

オ 

それぞれ取得しようとする免許教科に該当する科目を修得しなければならない。 

取得しようとする免許教科と異なる教科の「オ」の科目を取得して，取得しようとする免許教科の「教

職に関する科目」や「教科又は教職に関する科目」に充当することはできない。 

カ 
中学校の免許状を取得しようとする者の必修科目であり，高校の免許状を取得しようとする者に対し

ては，「教科又は教職に関する科目」として扱う。 

キ 
A，Bいずれか一方を履修すること。A，B両方の履修は認められない。 

「教育実習第一 A又は B」は，「教育実習第三 A又は B」を修得した者のみが履習できる。 

ク 
C，D は中学校の免許状を取得しようとする者が履修する科目であり，「教育実習基礎 A 又は B」，「教

育実習第二 A 又は B， 第三又は B」を修得した者のみが履修できる。 

ケ 

平成 21 年度以前入学生は「総合演習」（現在、科目廃止）を，平成 22 年度以降入学生は「教職実践演習」を受講すること。

なお，「教職実践演習」は，平成 25 年度開講。 平成 25 年度において，「総合演習」を履修していない平成 21 年度以前入

学生は，平成 25 年度以降「教職実践演習」を履修する必要がある。既に、「総合演習」の単位を修得している場合は、「教

職実践演習」の履修は不要とする。 

コ 
教育職員免許法第６条３項別表第四により免許取得する者のみが履修できる（該当者は８月中に担当

教員に申し出ること） 

（キ・クの科目の履修の際の組み合わせ例） 

取得希望免許状 実習時期及び期間 履修科目 

前期４週間 教育実習基礎 A 教育実習第四 A  

前期３週間・後期１週間 教育実習基礎 A 教育実習第三 A 教育実習第一 B 

前期２週間・後期２週間 教育実習基礎 A 教育実習第二 A 教育実習第二 D 

中学校・ 

高等学校 

後期４週間 教育実習基礎 B 教育実習第四 B  

前期２週間 教育実習基礎 A 教育実習第二 A  
高等学校 

後期２週間 教育実習基礎 B 教育実習第二 B  

 

4) 「情報」の免許状取得時の注意事項 

科目名 注意事項 

「マルチメディアと学習環境」 
「情報」の免許取得においては，「教科に関する科目」としてカウントされ，「教

職に関する科目」としてはカウントされない。 

 

5) 卒業単位に含めることのできる科目 

科目名 注意事項 

「マルチメディアと学習環境」 

「学習メカニズムの数理モデル」 

教育職員免許法に定められた「教職に関する科目」であるとともに，専門科目の

理工系広域科目として卒業単位に含めることができる。 

 

 

表 19 教科・教職以外の科目（学部開講科目） 

免許状の取得には，表 15 のアの規定により定められた所要資格の他に，特に必要なものとして，文部科学省令で定め

る科目（日本国憲法・体育・外国語コミュニケーション・情報機器の操作）の単位を修得していることが必要である



（表 15 のイ）。これに対応する本学の授業科目は以下のとおりである。  

文部科学省令で定める科目 本学の授業科目 必要単位 

日本国憲法 「憲法」 2 

体育 「スポーツ実習Ⅰ・Ⅱ」 2 

外国語コミュニケーション 国際コミュニケーション科目Ⅰ・Ⅱ・選択 2 

情報機器の操作 
「コンピュータリテラシ」 又は 

「コンピュータサイエンス入門」 
2 

 

 

備考 

「教科に関する科目」の単位として算入した授業科目の単位は，この表の科目として重複して算入することができな

い。 

以下の学科には，この表の科目と重複する「教科に関する科目」があるので，注意。 

学科 免許教科 重複する「教科に関する科目」 

数学科 数学 コンピュータサイエンス入門 

情報科学科 情報 コンピュータリテラシ 

情報工学科 情報 コンピュータリテラシ 

 




